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沖縄県八重山海域のヨナラ水道で実施されているナミハタ産卵保護策の評価と，今後の管理策支援

に役立てるため，保護区が設定されてこれまで運用されてきた経緯，ナミハタの保護区による資源管

理に関係した研究情報および過去に実施されていた産卵保護区に関する聞き取り調査の結果を整理

した．ヨナラ水道における保護区は，2010年に産卵予想日を含む前後2日の合計5日間から始まり，

同時に保護区の機能や効果を評価するための調査が実施されてきた．またこれらの調査結果は，随時

漁業者に対し積極的に情報提供され，さらに 2012 年以降は，漁業者も潜水調査に参加してもらう体

制を構築して，管理の主体である漁業者と保護区に関する情報の共有を強化してきた．その結果，保

護区開始から 7 年目の 2016 年には，産卵予想日を含む 20 日間を 2 カ月間保護期間とする体制とな

り，ナミハタ産卵群をほぼ完全に保護できる状態となった．今後の課題として，保護区の運営主体を

漁業者団体の自主規制から漁協の管理規定に移行することを支援するなど，安定して継続していける

体制の構築が必要である． 
 

ナミハタEpinephelus ongus は，沖縄県内では先島諸島に

多く分布する小型のハタ科魚類である．主要な産地である八

重山海域では，漁獲対象となっている沿岸性魚類247種のう

ち 7 番目に漁獲量が多く（秋田ほか，2016），特に潜水器漁

業での重要性が高い（太田，2007）．しかしながら，その漁

獲量は統計整備以降，過去 25 年で約 4 分の 1 に減少してお

り（秋田ほか，2015），これには，本種がサンゴ礁域の水路

部において顕著な月周期性を持った産卵集群を形成し（太

田・名波，2009；Nanami et al., 2013a），それを知る漁業者

に多獲されてきたことが関係しているとされている（Ohta 
and Ebisawa, 2015）．このため八重山海域では，2010年か

ら漁業者の自主規制という形で本種の主要な産卵場であるヨ

ナラ水道を一定期間保護区とする資源管理が実施されてお

り，その評価や検証がおこなわれている（秋田，2013；太田

ほか，2013）．そこで本稿では，これまで実施されてきたナ

ミハタに関する研究情報，漁獲統計情報および漁業者からの

聞き取り状況などの情報を整理し，これまで実施されてきた

ナミハタの資源回復に向けた取り組みを総括することと，今

後の資源管理の改良および関係者の情報共有に役立てること

を目的とした． 
 
１．漁獲量と資源量の動向 

八重山海域における 1989 年の統計整備以降のナミハタの

漁獲量は，1989 年に最高 28.5 トンを記録した後減少傾向が

続いており，2015 年は 5.8 トンとなっている（秋田ほか，

2015；秋田ほか，2016；沖縄県水産海洋技術センター，未発

表資料）．また，努力量（のべ水揚げ隻数）あたり漁獲量（Catch 
per unit effort: CPUE）は，1989年から1993年にかけて大

幅に減少した後，漸減傾向にある（図1）．八重山海域におけ

る沿岸性魚介類の資源動向の評価を試みた秋田ほか（2015）
では，漁獲量水準，CPUE1（努力量を，のべ水揚げ隻数とし

て計算），CPUE2（努力量を，沿岸漁業の漁業者ののべ出漁

隻数として計算）のいずれも低位で，総合的にも減少傾向に

あると評価されている．また，資源量推定および将来予測シ

ミュレーションの結果，2012年時点の漁獲圧では，資源量が

減少し続けることが示唆されている（太田ほか，2013）これ

らのことから，八重山海域におけるナミハタ資源は，危機的

な状況にあると考えられる．また生産金額は，1989年に最高

4,382万円を記録した後，減少を続け2015年は677万円（最

高値に比べ，85％減）へと大幅に減少している（図2）．沿岸

性魚介類全体の生産金額が同期間で約 6.8 億円から 1.9 億円

（73％減）へ減少したことに比べ，より大幅に縮小していた．

これに対し，生産金額を漁獲量で除した平均単価は，1991年

に最高 1,682 円／kg を記録した後，減少を続け 2010 年に

1,052 円／kg（最高値に比べ，37％減）となっている．従っ

て，ナミハタの生産金額が減少した原因は，資源の減少を主

要因とする漁獲量の低下であると考えられる． 
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２．八重山海域におけるナミハタの産卵場とかつて存在した

自主的な保護区 

八重山の漁業者は，昔からナミハタをはじめ多くの魚類が

産卵時に集群形成することを知っており，この群れを対象に

釣り漁などを営んできたが，漁獲量はそれほど多く無かった

という．潜水漁によって大量に漁獲されるようになったのは，

1960年代後半頃小浜島北のカヤマグチで，産卵群を釣ってい

た漁業者が，試しに素潜りでナミハタを突いてみたところ，

ひと突きで2，3匹のナミハタが銛に刺さるほどたくさん獲れ

たことがきっかけとなったという．ただ，当時は潜水器を所

有している漁業者が少なく，素潜りで操業できる漁場でしか

獲れなかったが，その後潜水器（フーカー）が普及するにつ

れ，ナミハタだけでなく産卵集群を形成する魚の大量漁獲が

始まった．また，空気タンクを使用するスキューバが導入さ

れてから，潮の流れが速い漁場でも操業できるようになり，

産卵群の漁獲は加速していったという．潜水器による産卵集

群の大量漁獲が始まると，黒島南のケングチや，鳩間島南の

インダビシといった比較的浅い場所に集群を形成していたオ

オアオノメアラは，ほどなく獲れなくなり，今ではほとんど 

 
見かけることのない魚種となってしまった．また，ナミハタ

も目に見えて漁獲量が減り，漁業者の間には資源の減少に対

する懸念が広がっていたという． 
 このような状況から，電灯潜り研究会では，1988年からナ

ミハタ産卵群の保護区を石垣港沖の海域（ジョーキグチ；図

3）に設定した．当時のジョーキグチは，ヨナラ水道と同程度

にナミハタが集群する大きな産卵場であったという．保護区

の期間は，新暦3月から5月の3カ月間で，当時の地図を元

に算出した保護区の面積は約 2.1 km2であった．保護区の運

営は，電灯潜り研究会員が会の活動として，漁業者への広報，

保護区を示すブイの設置・回収などを行なっていた．運営に

ついて石垣市水産課，県は全く関与しておらず，行政からの

財政支援もなかったという．保護区は， 1991 年まで 4 年間

続き，当時の資料や漁業者の証言によると魚体の大型化や漁

獲量の増加といった効果が見られていたという．沖縄県水産

海洋技術センター（以下，水技センター）が整理している1989
年以降の漁獲統計データから抽出した保護区実施期間（1989
～1991年）とそれ以降（1992～2009年）の，年間漁獲量に

占める保護区実施期間（3～5月）の漁獲割合を比較すると，

保護期間中が平均 35.8％であったのに対し，解禁後は平均

42.4％と高くなっており，統計資料からも当時の保護区が産

卵群に対する漁獲圧の軽減に貢献していたことが示唆され

る．保護区の取り組みは基本的に電灯潜り研究会の会員には

認識されていたようだが，保護区設定に反対していた漁業者

や，一般の釣り人にルールが破られてしまうこともあったと

いう．このような状況を受け，1990年には，電灯潜り研究会

から八重山漁協組合長あてに，ナミハタ保護区の区域や周知

に関して総会議案として取り上げることを請願する書面が送

られている．しかし，当該保護区周辺の海域には，1991年か

ら約1,000 mの防波堤ならびに浚渫土砂の処分場整備が計画

されていた（内閣府沖縄総合事務局石垣港湾事務所）．漁協幹

部および石垣市としては，これらの事業を推進しており，事

業によって漁場を失う沿岸の漁業者とは，対立関係にあった

ため，請願が聞き入れられることはなかった．これらの工事

にあたり，1990年の漁協総会では，当該海域の漁業権放棄に

関する議案が否決されたものの，11月に2度の臨時総会を設

図 1. 八重山海域における 1989～2015 年のナミハタの漁獲量

と努力量あたり漁獲量の推移． 
図 2. 八重山海域における 1989～2015 年のナミハタの生産金

額と平均単価の推移． 

防波堤（沖南） 
1991～2007年建設 

ジョーキグチ保護区 

1988～1991年 

第3土砂処分場1991～
1997年建設 

図3. 石垣港南西側に，1988～1991年まで設定されていたナミハ

タの産卵保護区と，同年代に建設された防波堤，土砂処分場． 

90



秋田，太田，海老沢 

け，2度否決された議案を3度目で可決させた．その後，防

波堤の工事により保護区は自然消滅的に取り止めになって

しまったという． 
 
３．ヨナラ水道を保護区に設定するまでの取り組み 

漁業者によって実施されていたジョーキグチの保護区が

立ち消えになってから約 20 年後の 2010 年，八重山海域で

最大規模のナミハタ産卵場であるヨナラ水道で新たな保護

区設定による管理策が開始された．本節では，ヨナラ水道で

保護区を実施するに至るまでの出来事について時系列を追

って整理していく． 
ナミハタが資源管理の対象種として注目されたのは，産卵

保護区による管理を実施したイソフエフキ（1998～2002年，

4カ所の保護区；海老沢，1999）の次の対象種として，先述

の漁業者による自主的な保護区が実施されていたことや，産

卵群が大量に漁獲されていたことが背景にある．具体的な研

究としては，2004年と2005年の5，6月に，八重山海域で

漁獲され，県漁連市場（現，泊魚市）に多く水揚げされてい

たナミハタの産卵群を標本として購入したことに端を発す

る（Ohta and Ebisawa, 2015; Ohta and Ebisawa, 2016; 
Ohta and Ebisawa, 2017）．その後，魚種別漁獲量の推定な

ど，八重山海域の漁獲統計情報が整理された際（太田，2007；
2008），沿岸漁業の漁獲対象種としては，ハタ科の重要性が

特に高く，中でもナミハタはスジアラに次いで重要性が高い

ことが明らかになった．2007 年以降，水技センターは，ナ

ミハタに関する本格的な生態調査を開始した．標本の詳細な

分析により，最終成熟と産卵は月周期と水温に影響を受け，

4～6 月の下弦頃に 1 回ないし 2 回集群を形成して産卵して

いること（Ohta and Ebisawa, 2015; Ohta and Ebisawa, 
2017）や，寿命は 20 年ほどで最大体長約 40cm に成長し，

体長約20 cm，3歳以上から雌として成熟および雄へ性転換

する個体が出現すること（Ohta and Ebisawa, 2016）など

の資源管理の基礎となる繁殖生態や成長速度が明らかにさ

れた．さらに発展的な研究として，産卵期に見られる漁獲量

の急増が，産卵集群の漁獲によるものであることに着目し，

過去約 20 年間の漁獲統計と，気象データ，月周期のデータ

を分析した結果，産卵集群には水温と月周期に依存したパタ

ーンが存在し，毎年 4～6 月の下弦月の頃，1 回ないし 2 回

図4. ヨナラ水道におけるナミハタ保護区第1回目（2010年）の 
協力依頼周知ポスター 

図5. ヨナラ水道におけるナミハタ保護区の周知記事 
(2010年5月3日，八重山毎日新聞） 

表1　ヨナラ水道ナミハタ産卵保護区における2010～2016年の保護期間と下弦の日との関係および保護面積

年 /旧暦日付 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計日数
保護面積

（km
2
）

2010年 2日前 1日前 下弦 1日後 2日後 5 2.7
2011年 3日前 2日前 1日前 下弦 1日後 5×2月 2.7
2012年 3日前 2日前 1日前 下弦 1日後 5 2.7
2013年 3日前 2日前 1日前 下弦 1日後 2日後 3日後 7×2月 2.7
2014年 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 下弦 1日後 2日後 3日後 4日後 10×2月 2.7
2015年 10日前～5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 下弦 1日後 2日後 3日後 4日後 15×2月 3.9
2016年 14日前～5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 下弦 1日後 2日後 3日後 4日後 5日後 20×2月 3.9
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の産卵集群が形成されることが明らかにされた（Ohta and 
Ebisawa, 2017）． 
これらの標本や統計を元にした研究以外にも，2006 年か

らは，産卵場での生態調査が開始された．調査に際しては，

漁業者から得たナミハタの産卵場に関する情報をもとに，八

重山農林水産振興センター水産業改良普及員（以下，普及員），

漁業者とともにヨナラ水道の状況調査から始め，翌2007年

の4月には，ヨナラ水道内の特にナミハタが多く集まる場所

（漁業者に「ワイヤーグー」と呼ばれる場所）の調査を開始

した．また，2007 年 5 月からは，西海区水産研究所石垣支

所（現，西海区水産研究所亜熱帯研究センター；以下，西水

研）との共同研究体制が構築された（太田・名波，2009）．

図 6. 2011 年の八重山漁協資源回復管理委員会で提案した保護区

の拡大案（斜線部分）．このときは，結局拡大案は見送られた． 図7. ヨナラ水道におけるナミハタ保護区第2回目（2011年）の

協力依頼周知ポスター 
 

図8. ヨナラ水道におけるナミハタ保護区第3回目（2012年）の

協力依頼周知ポスター 

図9. 2012年のナミハタ保護区で，潜水調査に参加した八重山漁業

協同組合所属の漁業者． 
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この調査において，電灯潜り漁の漁業者に漁船の用船を依

頼してサポートを受けたことが，その後のモニタリング定線

の選定や，調査遊泳するタイミング（ヨナラ水道独特の潮の

流れ方や，潮流が弱まり，調査しやすくなる時間帯）の把握

に非常に役に立った．調査期間は，漁獲統計や標本の分析，

漁業者からの証言により，産卵集群の形成ピークを予想し，

ピーク時および非産卵期の，産卵場周辺のナミハタ分布密度

を調査した．この調査により，その後保護区範囲を設定する

ためのたたき台となる重要なエリアが特定された． 
一方，沿岸性魚類の資源管理策として，八重山漁協では，

2007 年 7 月から主要な漁獲対象種に対して漁獲制限体長を

設定しており，ナミハタについては全長20 cmに満たない小

型魚の水揚げが禁止されていた．しかしながらナミハタでは，

漁獲物のほとんどが20 cmを上回っていたため，適切な管理

策とはなっていないことが指摘されていた（太田，2008）．
これに対し，より効果的な管理手法として，太田・海老沢

（2009）は，ヨナラ水道の産卵場に保護区を設けた場合の漁

獲量削減効果を推定し，保護区による資源管理の有効性を示

した．太田らが保護区の有効性を漁業者に対して最初に説明

したのは，2008年12月に開催された八重山漁協青年部との

意見交換会であり，産卵集群の漁獲制限について提案した．

その後太田らは，2009 年 3 月に開催された八重山漁協資源

回復管理委員会（以下，資源管理委員会）において，ナミハ

タの産卵集群に対する資源管理策として，産卵期の全面禁漁

または，ヨナラ水道の可能な限り広い範囲を可能な限り長い

期間禁漁にすることを提案した．資源管理委員会で議論した

結果，全面禁漁については見送られることになり，試験的に

一定の範囲（2.7 km2）を保護区とすることが検討されるこ

ととなった．このような経緯を経て名波・太田は，保護区の

設定が，どの程度まで離れた漁場に生息するナミハタを保護

する効果があるかを検討するため，2009 年から水中釣りに

よって捕獲したナミハタに，個体識別できる標識を装着して

放流し，生息場と産卵場間の移動について調査した

（Nanami et al, 2015）．この成果は，その後の保護区によ

る資源管理を推進する上で重要な役割を果たした．その後，

さらなる情報収集や漁業者との調整を経てヨナラ水道での

具体的な保護区の計画と有効性を2010年2月に漁業者（電

灯潜り研究会），3 月に資源管理委員会において説明し，最

終的には当時電灯潜り研究会会長を務めた金城國雄氏のリ

ーダーシップにより保護区の実施が決定された．このような

経緯を経て，ヨナラ水道において初めてナミハタの期間禁漁

が実施されることとなり，第一回目にあたる2010年は新暦

5 月 4～8 日の 5 日間（旧暦 3 月 21～25 日）が保護期間に

指定された（表 1）．保護区の位置や期間といった情報は，

ポスター（図 4）や，地元新聞への投稿（図 5）などにより

周知を図った． 
 

４．ヨナラ水道での保護区実施以降 

2010 年の保護区開始以降，石垣支所と西水研では，集群

したナミハタ親魚密度のモニタリングを継続している．2010
年の保護区における調査結果や，期間中の単価の変化などは，

電灯潜り研究会の会合（2010 年 5 月）や，資源管理委員会

等（同年 11，12 月）で報告され，翌 2011 年も保護区を継

続するための調整が進められた．2011 年の保護区について

具体的な計画が話し合われたのは，2010年11月の資源管理

委員会であった．この際，西水研が実施した調査の結果から，

産卵場での親魚密度は，産卵後すぐに低下したことが示され，

これをもとに保護の期間は5日間のままであるが，開始を1
日早め，終了を1日早くすることで実質的な保護期間が長く

なるよう改良が施された（表1）．その後，2011年3月の資

源管理委員会で水温の推移（Ohta and Ebisawa, 2017）か

ら2011年の産卵集群は2回形成される可能性が予想された

ため，5日間の保護期間を2回（新暦4月と5月）に実施す

ること，保護区の範囲を北側と南側に広げることを検討した

（図 6）．検討の結果，保護期間を 2 回設けることは採択さ

れ（表 1），保護区の拡大については見送られることとなっ

た．なお，保護区拡大の案は，ヨナラ水道で操業していた漁

業者から提案を受け，石垣支所から資源管理委員会に提示し

たものである． 
第 2 回目の期間禁漁となる 2011 年は，新暦 4 月 22～26

日，5月22～26日の2回実施されたが（図7），調査の結果，

4 月の保護期間中には，産卵集群の形成は確認されず，5 月

にのみ集群が確認された．西水研では，5月の産卵ピークと

予想された 25 日に水中に固定した有線操作式水中ビデオカ

メラを使用して，世界で初めてナミハタの産卵行動の撮影に

成功した(Nanami et al.,2013a）．このとき，23～24時にか

けての干潮から満潮へ変わる潮止まりの時間帯，ペアで産卵

する様子が観察された．またこの調査では，産卵場周辺の海

域でNORPACネットによって魚卵を採集し，産卵の観察時

刻と，ナミハタの卵が採集された時刻帯がほぼ同じであった

ことも確認している．これらの調査結果は，2011 年 8 月に

開催された電灯潜り研究会が実施したサメ駆除事業（漁業再

生支援事業；石垣市）の慰労会（中二組ハーリー小屋）にお

いて漁業者に報告し，保護区に関する取り組みの周知と，漁

業者からの意見を募った．漁業者からは，ナミハタセリ価格

の暴落を防いだ点などについて評価する意見が得られた一

方，「魚が減っているのは環境の悪化が原因で，魚を獲り過

ぎているということはなく，資源管理は必要ない」という意

見や，「八重山で実施した保護区で産まれた卵や仔稚魚が八

重山に加入するかわからないのならば，八重山の漁業者の利

益にならないかもしれない」，「ポスターや報告会による周知，

あるいは保護区のブイによって一般の人にまで産卵場所を

教えることになるのではないか」といった批判的な意見も寄

せられた．また，「管理の効果があるならば，実際に漁業者

にそこで操業をさせるべき」という意見もあり，漁業者がよ

り保護区の重要性を認識できるよう普及していく必要性が

あることを認識することとなった．この時点では，保護区に

よる管理が漁業者から全面的に受け入れられているとは言

いがたかったものの，2011 年末に開催された電灯潜り研究

会総会では，会長を務めた金城氏のイニシアティブのもと，

翌2012年もヨナラ水道で保護区を実施することが可決され， 
2012 年 3 月の資源管理委員会において，計画が議論される
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図11 ヨナラ水道におけるナミハタ保護区第5回目（2014年）の 
協力依頼周知ポスター 

図10. ヨナラ水道におけるナミハタ保護区第4回目（2013年）の

協力依頼周知ポスター 

ことになった．2011 年は保護期間を 2 回設定し禁漁したも

のの，産卵集群は 1 回しか形成されなかったことから，翌

2012 年も保護期間を 2 回設けることに難色を示す委員もい

たため，直前の水温や市場調査での成熟状況から4月または

5 月の 10～14日の 5日間を保護期間とすることが決定され

た．この際，小浜地区代表委員から，保護区の範囲を北側（小

浜北立標まで）に拡大する案が提案されたが，この案につい

ては再び見送られた．最終的に3回目にあたる2012年の保

護区実施は，保護区開始直前の2012年5月2日の資源管理

委員会で5月10～14日の5日間実施することが決定され（表

1），その後各地区の漁船保全施設，ハーリー小屋および釣具

店などにポスターを掲示し，保護区の周知を図った（図8）． 
2012 年の保護区調査において特筆すべき点は，潜水調査

に漁業者を参加させ始めたことである．2011年の報告会で，

保護区の意義を漁業者に対し，よりいっそう普及させる必要

性が浮き彫りになったことから，石垣支所では，西水研との

調査内容の分業を進めるため，漁業者参加型の調査を計画，

実施した（2012年は資源管理体制推進事業，2013年以降，

沖縄沿岸域の総合的な利活用推進事業；図 9）．当該事業で

は，保護効果を漁業者自身に実感してもらい，さらに漁業者

間で保護区の様子や調査の内容に関して口コミで拡散され

ることが期待されていた．しかしながら，調査に参加した漁

業者が電灯潜り研究会の会員でなかったことや，参加人数が

少なかったことから，2012 年に関しては想定した効果は得

られなかった．一方，保護区による産卵群の漁獲抑制効果に

ついては，保護期間中の漁獲量を減らすことができたもの

の，保護期間前後，特に2012年は産卵が予想よりも長引い

たことにより，解禁直後に残っていた親魚が大量に漁獲され

た．5日間の保護期間では，その前後に努力量が集中し，結

果として期待したほどの漁獲量の削減には至らないばかり

か，産卵日がずれた場合，産卵行動自体も保護しきれない可

能性があることが示された結果となった．2012 年の保護期

間中に実施した調査内容については，8月に電灯潜り研究会

が実施した海底清掃（漁業再生支援事業；石垣市）の慰労会

において（東 1 組ハーリー小屋），石垣支所からは，漁業者

と実施したモニタリング調査について，西水研からは，分布

密度調査，潮位差と産卵タイミングの関係に関する仮説およ

び産卵後の卵の分散モニタリング調査の結果についてそれ

ぞれ報告した．その後，2013年2月の資源管理委員会では，

第4回目にあたる2013年の計画について産卵予想日の前後

3日間，つまり7日間に保護期間を延長すること，産卵の可

能性がある旧歴3，4月の2回実施することが提案され，2013
年4月29日～5月5日と5月29日～6月4日の2回実施さ

れることとなった（図10，表1）． 
2013 年のヨナラ水道保護区における県側の調査では，調

査手法の普及や，保護区への理解を進めるために，より多く

の漁業者に参加してもらうよう協力を呼びかけた．漁業者と

の調整の結果，当時の電灯潜り研究会役員を中心に合計 15
名が，船長，潜水作業員，船上作業員として調査に参加した．

しかしながら，参加した漁業者の中には，漁獲物をほとんど

組合に出荷せず，組合員の資格を有さない者もいたため，組

合側から批判されることもあった．一方，ナミハタの集群状

況について2013年は，事前の予想どおり4月と5月に集群

の形成が確認されたものの，4月の集群規模が比較的大きく，
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5月は小規模であった． 
また，保護期間終了後も，想定以上にナミハタが区域内に

残っているのが観察され，前半の保護期間直後に1日で300 
kg もの水揚げがあった．これらの内容は，2013 年 11 月の

資源管理委員会，電灯潜り研究会総会で関係者に報告され

た．2014年の保護区については，資源管理委員会に先立ち，

2014 年 3 月に電灯潜り研究会役員との間で計画が話し合わ

れ，研究者側から2013年から2日間期間を延長した上で，

4月と5月の2回実施することを提案した．この案について，

役員からは概ね賛同の声が得られ，「どうせなら区切りの良

い10日間にするべき」と，2013年より3日間期間を延長す

る案で調整を進めることとなった．翌日に開催された資源管

理委員会において，石垣支所からは，10 日間の保護区を 2
回設ける案（新暦2014年4月17～26日，5月16～25日）

を提示し，西水研からは，長崎大学水産学部の河端雄毅准教

授との共同研究によって実施したテレメトリー調査により，

ナミハタは産卵場へ移動して産卵した後，もとの生息場所に

戻ること（Nanami et al., 2014）が明らかになったことが報

告された．またこのときのデータからは，肥満度が高く，脂

肪含有量の多い雄ほど産卵場に長く滞留する傾向があるこ

とを明らかにされている（Kawabata et al., 2015）．保護期

間の延長について委員からは，期間を延ばすことが全ての関

係者に理解されるかを危惧する声も上がったが，実施主体で

ある電灯潜り研究会が同意したことが尊重され，計画が承認

された．また2014年から，釣り人等地域の住民への広報を

強化するため，ポスターの印刷を業者に依頼し，サイズも大

型化したほか（表 2），竹富町役場にも協力を依頼し，離島

の各公民館や離島ターミナルにポスター（図 11）が掲示さ

れることとなった． 
2014 年のヨナラ水道保護区における石垣支所の調査で

は，2013 年に続き合計 15 名の漁業者が調査に参加した．

2014 年は，電灯潜り研究会以外にもヨナラ水道に最も近い

集落の小浜島細崎集落の漁業者2名も参加した．これは，以

前から小浜島の漁業者から「石垣の漁業者がヨナラで何をし

図12 八重山海域の保護区について紹介するポスター(2015年)． 

図13. 保護区について紹介する新聞記事（2015年3月26日， 
八重山毎日新聞）． 

表2　ヨナラ水道ナミハタ保護区に関する周知ポスターの印刷形式，印刷部数

年 版の大きさ 印刷部数 印刷方式 掲示場所

2010年 A3 約20 インクジェット 漁協，漁船保全施設，釣具店

2011年 A3 約20 インクジェット 漁協，漁船保全施設，釣具店

2012年 A3 約20 インクジェット 漁協，漁船保全施設，釣具店

2013年 A3 約20 インクジェット 漁協，漁船保全施設，釣具店

2014年 A2 100 印刷業者 漁協，漁船保全施設，釣具店，離島ターミナル，
離島公民館，船舶販売関係，ホームセンター

2015年 A2 50 印刷業者 漁協，漁船保全施設，釣具店，離島ターミナル，
離島公民館，船舶販売関係，ホームセンター

2016年 A2 50 印刷業者 漁協，漁船保全施設，釣具店，離島ターミナル，
離島公民館，船舶販売関係，ホームセンター
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ているのか？」という問い合わせが寄せられていたため，小

浜地域の漁業者に対しても保護区の意義を普及するために

協力を依頼したものである．ほかにも2014年の調査では，

沖縄市漁業協同組合所属の潜水器漁業者が保護区の取り組

みを視察するために自費で来島し，調査に同行した．また，

NHK沖縄放送局に保護区の取り組みに関する取材を依頼し

たところ，通信員が一日調査に同行し，その日のニュースで

調査の様子が報道された．調査の結果，4月にはほとんど集

群が形成されず，5月に大きな集群が確認され，産卵後保護

期間中に密度が大幅に低下したことから，保護期間の延長が

有効であったことが示された．しかしながら，後に漁獲量の

データを集計したところ，保護期間に入る 10 日ほど前から

ナミハタの漁獲量が増え，依然として産卵群への漁獲圧が高

いことが明らかになったほか，6月（旧暦5月）にも集群が

形成されたとみられる大量漁獲があり，産卵集群の形成が，

予想より1月ずれたと考えられることが明らかになった．こ

のようなパターンは過去 25 年の漁獲統計にも見られず，水

温が低く推移したことが関係していると考えられた．これら

の調査結果は，2014 年 7 月に電灯潜り研究会が実施したサ

メ駆除の慰労会で報告したほか，9月に小浜島へ出張した際，

漁業者に報告した．その後，2014年11月に電灯潜り研究会

役員と2015年の計画を話し合う場が持たれ，石垣支所・西

海区水研より保護策強化の必要性を説明し，保護期間を絞っ

た全海域での全面禁漁，ヨナラ水道での保護期間延長の改良

案を提案したほか，以前から漁業者より提案されていた北側

海域（図6上）への保護区拡大についても提示した．役員か

らは，ヨナラ保護区の拡大と期間の延長の2点について概ね

賛同が得られたため，さらに3日後の電灯潜り研究会総会に

おいても，同様の改良案を会員に対して説明した．総会では，

他にも西水研から調査結果の報告が有り，小浜島周辺で釣獲

したナミハタの体長組成から，集群した親魚が多かった年

は，加入も多い可能性があることが報告された．総会後，会

員からは北側海域を保護区にした場合，どのあたりで調査を

するべきか，といった情報のほか，スジアラやイソフエフキ

など，他の魚種も産卵に訪れる海域であるといった情報提供

を受けた．その後，保護区範囲の拡大と期間の延長を具体的

な計画として，翌2015年の2月に，電灯潜り研究会の役員

と協議し（東一組ハーリー小屋），概ね賛同を得た．翌 3 月

の資源管理委員会では，石垣支所・西水研から，電灯潜り研

究会と協議した内容について報告したところ，委員から保護

区範囲の拡大をやや心配する意見も挙がったが，計画は承認

された．その後，翌2015年度の保護区実施までの期間には，

保護区範囲の拡大にあたって，より一層の周知を図るため，

ポスターの掲示や（図12），地元新聞に取材を依頼する（図

13）などの他，4月には，電灯潜り研究会と調査の人員など

の調整を続けた． 
2015 年のヨナラ水道保護区における石垣支所の調査に

は，2014 年よりやや減少して 9 名の漁業者が調査に参加し

た．2015年は，電灯潜り研究会会員以外にも，ヒルウミ（昼

間の潜水漁）を営む漁業者が調査に参加した他，水産業改良

普及員 2 名が調査に同行した．2015 年は，5 月と 6 月の 2

回保護期間を設けたが，産卵集群の形成が確認されたのは5
月のみであった．また，産卵予想日の5月11日（旧暦3月

23 日）には，台風が八重山地方を通過したため，産卵群の

調査ができなかった．他にも，この年から拡大された保護区

北側の海域（以下，北側拡大エリア）についても西側（西表

島側）を中心に潜水調査を実施したが，まとまった数のナミ

ハタは観察されなかった．またこの年は，産卵期のナミハタ

がどの産卵場から漁獲されたものか調べるため，漁協と鮮魚

流通業者（地元で冷凍屋と呼ばれる）4者に，漁獲物を買い

上げる際，産地を教えてもらうよう協力を依頼した．調査の

結果，2015 年の 5 月は，ヨナラ水道での保護期間が始まる

数日前から1日100 kgを超えるナミハタの大量漁獲が見ら

れたが，これらの多くはヨナラ水道で漁獲されていたことが

明らかになり，産卵集群する親魚の保護に万全を期するため

には，さらに保護期間を延ばす必要があることが示唆された

（秋田，2016）．これらの結果は，2015年11月の電灯潜り

研究会総会で報告した他，2016 年 2 月には，電灯潜り研究

会役員と協議を重ね，拡大エリアの継続と，保護期間を 20
日間まで延長する保護策の強化案を策定した（表 1）．この

件について石垣支所では，保護策強化案についての周知と意

見聴取を図るため，3月に漁協で説明会を開催したが，参加

人数が数名と少なく，目的を充分達成できなかった．そのた

め，電灯潜り研究会会長（伊礼吉則氏）の協力を得て，ヒル

ウミ漁業者2名を含む電灯潜り研究会役員数名と，ヨナラ水

道での保護区強化に対して説明と意見交換を行なった．これ

は，以前から会員以外のヨナラで漁をする漁業者に対しても

説明や意見聴取をすべきである，という意見が漁業者から寄

せられていたためである．その結果，20 日まで期間を延ば

すのであればいっそ2カ月禁漁にしてはどうか，と提案を受

けた．これを素案に，2016年3月25日の資源管理委員会で

議論したところ，「2 カ月では長すぎる」，「電灯潜り以外の

漁業者も影響を受けるため，もう少し慎重に計画をするべ

き」という意見が多く，最終的には20日間の保護区を2回

設けることで決着した（表1）． 
2016年の保護区における石垣支所の調査には，合計11名

の漁業者が参加した．この年は，保護期間前半（4 月），後

半（5月）ともにナミハタの産卵集群が確認されたが，後半

の産卵集群は小規模であった．しかしながら，前半の産卵集

群では雌の割合が極端に少なく，産卵予想日を過ぎても大型

の雄が産卵場に残り続けるなど，例年とは異なる傾向が見ら

れた．2016 年の産卵期間中におけるナミハタの漁獲量は，

一日最大138.5 kg（新暦5月2日）であり，過去に比べ非常

に少なかった．なお，この日の水揚げのほとんどは，鳩間島

周辺からの漁獲物であることが漁業者の証言から解かって

おり，およそ80%が精子を漏出するオスであったことが市場

調査により明らかになっている（秋田，未発表）．また，こ

の年は保護期間中およびその前後の漁獲量は例年に比べ非

常に少なかった．ヨナラ水道以外の産卵場での漁獲状況につ

いては不明であるが，少なくともヨナラ水道では産卵群がほ

とんど漁獲されなかったものと考えられる．また，2015 年

から拡大された北側拡大エリアでは，前半後半ともに東側
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（小浜島側）での調査に重点を置いたところ，既存エリアで

産卵集群が形成されているのと同時期に，新規北側拡大エリ

ア東側でナミハタの産卵集群が確認された．新規北側拡大エ

リア東側に産卵集群したこれらのナミハタが，産卵に向けて

その後既存エリアの産卵場へ移動したのか，それとも新規北

側エリア内に産卵場があり，そこで産卵したのかは現時点で

は不明であるが，いずれにしても新規北側拡大エリアには禁

漁期間内に多くのナミハタが分布していることから，ナミハ

タの産卵親魚を保護する効果は高く，既存エリアの保護効果

を高め，補完する役割は大きいと考えられた．これらの調査

結果は，12 月の電灯潜り研究会総会および資源管理委員会

で報告された． 
 

５．これまでの活動に関する評価と今後の課題 

 ヨナラ水道におけるナミハタの産卵保護区は，2016 年時

点で7年間実施してきており，毎年保護策の改良を重ねるこ

とで，当初の目的であった産卵群の保護をより充実した対策

へ改善し続けてきた（表 1）．本節では，これまでの活動に

関する評価や，今後保護区を継続していくための課題につい

て検討していく． 
（1）過去の保護区との比較 

かつてジョーキグチで実施されていた保護区（図3）は，

漁業者が感覚として資源状態の改善を感じていた以外に，統

計からも漁獲圧軽減効果が高かったことが推察され，本来で

あればより高く評価されるべきものであったが，諸々の事情

により中止に追いやられた．当時の保護区と，ヨナラ水道の

保護区を比較していくと，最も大きく異なるのは意思決定の

プロセスと運営体制である．ジョーキグチの保護区で，期間

や場所の設定，周知，保護区を示すブイの制作や設置・回収

など，すべて漁業者の組織が行なっていたことは，特筆すべ

き点である．現在の保護区では，活動の主体は漁業者である

ものの，研究によって得られた情報を元に，なるべく漁業者

の負担にならないような期間設定がされているほか，ブイの

製作などにかかる費用も，研究機関が実施する調査事業で賄

っている．そのことは決して悪いわけではないが，過去と現

在で漁業者の保護区に対する積極性が大きく変化した結果，

保護区の運営には研究機関の積極的な支援が必要な状態と

なったと考えられる．大きな要因として考えられるのは，沿

岸漁業を営む漁家の経営状況が悪化してきていることであ

る．1989年当時約7億円あった沿岸漁業の生産金額は，2014
年には2億円，八重山漁協の組合員数は，601人から320人

へと減少している．つまり，近年では漁家経営に余裕がなく，

短期的ではあれ漁業収入の減少につながるような漁獲制限

に対しては消極的にならざるを得ない状況にあることが関

係していると推察される．また，1991 年の防波堤工事に関

連する総会決議が強行され，大切な漁場を奪われてしまった

ことも，沿岸域で漁を営む漁業者にとっては，資源管理に対

するモチベーションを下げ，無力感を植え付ける結果となっ

たのかもしれない． 
反面，ジョーキグチの保護区では，漁協所属であっても電

灯潜り研究会以外の漁業者や，一般の釣り人に理解が得られ

ず，ルールが破られてしまうことがあったという．一方，現

行の保護区では，意図せず操業していた場合を除き，保護管

理策を無視するような行為はこれまで起きていない．現行の

保護区において，計画や調査に研究機関が深く関わること

は，保護区が公的機関のいわゆる「お墨付き」を得た，全員

が守るべきルール，という認識を漁業者に与えることにつな

がったと考えられる．つまり，保護区を設定したいと考える

側と，保護区により漁ができなくなる側，という関係が，か

つての保護管理策では，“漁業者”対“漁業者”であったの

に対し，新たな保護管理策では，“公的機関”対“漁業者”，

という構図に変化している．その結果，考え方の異なる漁業

者間でも対立関係がなくなり，新たな保護管理策の誕生に繋

がったのではないだろうか． 
（2）研究機関が担ってきた役割 

これまでの保護区運営にあたり，管理計画の立案，実行，

調査による評価，関係者へのフィードバック，周知など，研

究機関が果たしてきた役割は非常に大きい．これまで述べて

きたように，潜水観察調査，漁獲統計の分析，標本を用いた

生物特性の調査，さらには高度な調査機器を利用したバイオ

ロギングなど，ナミハタをめぐる研究は多岐にわたり，それ

らのほぼすべてが管理策の策定や改善に役立てられてきた．

たとえば，保護区の期間を決定するには，産卵が月周期と水

温に依存すること（Ohta and Ebisawa, 2015; 2017）や，漁

獲統計の分析（Ohta and Ebisawa, 2017），鮮魚流通業者へ

の漁場聞き取り調査（秋田，2016）により得られたデータを

参考にしている．また，保護区の効果を評価するに当たって

は，集群量の継続的なモニタリング（Nanami et al., 2017a）
のほか，産卵場からの移動（Nanami et al., 2014, 2015）や，

実際に産卵したことの記録（Nanami et al., 2013a）が，保

護区周辺の漁場のナミハタ資源を保護する効果があること

を示している．これら直接的に保護区の運営に役立てられた

研究以外にも，肥満度の高い雄ほど産卵場での滞留期間が長

いこと（Kawabata et al., 2015）や，外部標識の脱落率の検

討（Sato et al., 2016），ナミハタに特異なDNAマーカーの

発見（Nanami et al., 2017b）など，保護効果の検証や調査

の効率化に有用な情報も蓄積されてきている．ほかにも，漁

業者と共同して実施した潜水調査では，データの収集以上

に，管理の当事者である漁業者に保護策の意義や効果を実感

してもらうために役立った．また漁業者に日当を払って調査

に参加してもらうことは，ナミハタ産卵群を漁獲できなくな

ることの減収を補う効果も期待しており，このことも保護区

の機能強化に対する合意形成を円滑にした効果があったと

考えられる．また，研究を担当した石垣支所および西水研の

研究員が，研究結果を頻繁に漁業者へ報告し，漁業者と対話

しながら保護区の活動を続けてきたことも，保護区の継続と

発展に寄与してきたものと考えられる．八重山海域では，ナ

ミハタ以外にもイソフエフキを対象とした産卵保護区が

1998 年から 4 カ所に設定されていた（海老沢，1999）．当

該保護区の計画には，資源量推定やピンガーによる標識放流

調査の結果など，科学的な知見が活用されていたものの，5
年間で中止されてしまった．紫波（2008）は，その原因につ
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いて，管理策の計画には，限られた数の漁業者と行政機関の

みが参画し，漁業者への周知，資源管理意識の醸成や管理効

果の検証などが不十分であったためであるとしている．これ

には，イソフエフキの資源管理を担当していた県の研究員

が，1994 年に八重山から異動してしまい，保護区実施中に

調査や周知・広報といったフォローアップが十分できなかっ

たことが関係しているのではないだろうか．このように，調

査・研究をベースにした資源管理策においては，担当研究員

の意欲や能力，あるいは人事異動や管理者の方向性によって

これまでの支援体制が維持できなくなってしまう可能性が

あることが問題である．従って，運営のバックアップを継続

していくには組織として一定の方向性を持って取り組む体

制を構築する必要があるといえる．このほかにも，現在の保

護区は，電灯潜り研究会の自主的な規制として試験的に実施

している状態であるため，八重山漁協が実施しているほかの

保護区と同様の扱いに移行させ，より安定的に継続していけ

る体制の構築を支援する必要もある． 
（3）今後の保護区継続へ向けた研究機関としての課題 

ナミハタの漁獲量，CPUEは保護区開始以降も減少を続け

ており（図 1），現段階の統計情報からは，管理効果が判断

できない状況である．しかし，これまで7年間の保護区運営

によって，保護期間は当初の5日間から20日間に，保護対

象月は1カ月から2カ月に延期され，保護区の範囲も2.7 km2

から3.9 km2に拡大された（表1）．その結果，2016年の保

護期間中の大量漁獲はほとんどなくなったことから，ヨナラ

水道のナミハタ産卵群を保護するには，十分な管理策がほぼ

完成し，資源回復に向けてのスタートラインに立ったところ

であると考えられる．ナミハタは，漁獲サイズ（約20 cm）

に成長するのに，約 4 年かかること（Ohta and Ebisawa, 
2016）から，保護区の効果によって新規加入量が増加したと

しても，効果が現れるにはそれなりの年数が必要であると考

えられる．今後研究機関が取り組むべき課題として，資源量

推定や漁獲統計の分析による資源回復効果の検証，産卵場か

ら資源加入までの初期生活史の解明など，保護区による管理

のフォローアップが挙げられる．また，八重山海域にはヨナ

ラ水道以外にもナミハタの産卵場があり，八重山全域の資源

回復には更なる管理策が必要かもしれない．その他にもナミ

ハタは，稚魚の育成場や，成魚の生息場所として枝状ミドリ

イシを選択的に利用していることが明らかにされており

（Nanami et al., 2013b），これらの環境が健全に保たれてい

る必要があると考えられる．しかしながら，八重山海域のサ

ンゴ礁は，様々な攪乱要因によって極度に衰退した状態にあ

るとされているため（環境省生物多様性センター，2016），
ナミハタをはじめとした水産生物の資源回復には，漁獲圧の

軽減と平行してサンゴ礁環境の回復が重要であると言える．

今後の課題としては，こうした問題に対し具体的な対策の立

案やモニタリングなど，研究機関の果たすべき役割は，まだ

まだ大きいのではないだろうか． 
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